
「まん延防止等重点措置」実施終了に伴う市長メッセージ

埼玉県に適用されていた「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点

措置」が、3月 21 日をもって終了となりました。

これまでご協力いただきました市民の皆様をはじめ、事業者の皆様、医

療従事者の皆様には心から感謝申し上げます。

「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置」は終了となりま

したが、埼玉県から県民に対し、体調がすぐれない場合は外出（飲食店の

利用やイベントへの参加等）を控えていただくこと、移動先での感染リス

クの高い行動を控えていただくことなどの要請がありました。

市民の皆様におかれましては、3つの密の回避を含め、人と人との距離

の確保、マスクの着用、手洗いなど、引き続き基本的な感染防止対策を徹

底していただき、皆様のご家族、ご友人など大切な方を守るための行動に

ご協力をお願い申し上げます。

県内における新規感染者数は緩やかな減少傾向にありますが、すべて

のことが通常通りになるという状況ではなく、今後は、感染の再拡大を防

ぎ、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくことが重要となり

ます。

本市といたしましても、市民の命と健康を守ることを第一に、希望され

る方への新型コロナウイルスワクチン接種を始め、自宅療養者に対する

支援、緊急経済対策などに引き続き取り組んでまいります。

皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
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